
公益財団法人東京都保健医療公社 

 

第１ 監査の目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が出えん等を行ってい

る団体に対して、団体の事業が出えん等の目的に沿って適切に運営されているか、監査を実施す

る。 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象団体及び局 

区分 監査の対象 実地監査期間 監査の範囲 

団体 公益財団法人東京都保健医療公社 
平成 30年 9月 21日から 

同年 10月 16日まで 
平成 28年度及び 

平成 29年度の事業 
局 病院経営本部、福祉保健局 

平成 30年 9月 21日、 

同年 10月 17日及び同月 19日 

（福祉保健局は 9月 21日を除く。） 

 

２ 団体の概要 

設立の目的 

地域医療のシステム化を推進し、包括的・合理的な医療提供体制の確立を

図るため、地域医療に関する調査・研究を行うとともに、住民が必要とす

る保健医療サービスの提供等を行い、住民の医療と福祉の向上に寄与する

ことを目的に設立 

主 な 沿 革 

昭和 63 年 6月 

平成 2 年 7月 

平成 5 年 7月 

平成 15 年 4月 

 

 

平成 16 年 4月 

平成 17 年 4月 

 

平成 18 年 4月 

平成 21 年 4月 

平成 24 年 4月 

設立 

東部地域病院開院 

多摩南部地域病院開院 

財団法人東京都健康推進財団との事業統合により東京都

がん検診センター（平成 22年 4月に現名称に変更）を移

管受入れ 

都立大久保病院の移管受入れ 

多摩北部医療センター（都立多摩老人医療センターから

名称変更）の移管受入れ 

都立荏原病院の移管受入れ 

都立豊島病院の移管受入れ 

財団法人から公益財団法人へ移行 
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事業の概要 

・ 開放型病院の設置及び運営 

・ 地域医療に関する調査研究及びその成果の普及 

・ 地域医療情報の収集及び提供 

・ がん検診に関する事業 

・ 保健医療福祉に関する事業 

・ その他目的達成に必要な事業 

所 在 地 東京都千代田区神田駿河台二丁目 5番地 

組   織 

事務局 

6病院（東部地域、多摩南部地域、大久保、荏原、豊島各病院、多摩北部

医療センター） 

1所（東京都がん検診センター） 

人   員 

役員 15 名 

（理事長 1 名、副理事長 1 名、常務理事 1 名、理事 10 名、監事 2 名、う

ち 3名常勤） 

職員 2,596名 

都
と
の
関
係 

出えん 基本財産 5億 1,300万円のうち、2億円（39.0％） 

補助金（表 1） 
90億 0,573 万余円（平成 28年度交付額） 

89億 4,071万余円（平成 29年度交付額） 

事業の委託 

（表 2） 

1億 6,528万余円（平成 28年度委託料） 

1億 6,419万余円（平成 29年度委託料） 

経常収益に占め
る都からの収益 

（表 3） 
経常収益 550億余円のうち、91億余円（16.7％） 

財産の貸付（表 4） 建物（23万 769.02㎡）及び工作物を無償貸付 

職員の派遣等 
常勤役員 1名及び常勤職員 154名を都から派遣 

常勤役員 2名及び常勤職員 11名が都退職者 

東京都監理団体等 都は団体を監理団体に指定し、財政・事業運営の指導監督を行っている。 

 

 
経営目標の 
達成度評価 

平成 28 年度：－  平成 29年度：Ｂ  

  （注）上記数値等は平成３０年３月３１日現在 
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（表１）補助金の交付状況                          （単位：千円） 

所
管
局 

補助金名 根拠 
補助対象 

（補助率） 

交付額 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

病
院
経
営
本
部 

公益財団法人

東京都保健医

療公社運営費

補助金 

公益財団

法人東京

都保健医

療公社運

営費補助

金交付要

綱 

病院運営事業等を行うた

めに必要とする経費及び

法人運営に係る経費（補

助率：10/10） 

9,191,071 8,840,755 8,747,890 

福
祉
保
健
局 

東京都災害拠

点病院運営協

力金 

東京都災

害拠点病

院設置運

営要綱 

1病院 50万円 3,000 3,000 3,000 

東京都災害拠

点病院応急用

資器材整備事

業補助金 

東京都災

害拠点病

院応急用

資器材整

備事業に

関する補

助金交付

要綱 

後方医療活動用資器材等

の整備等に要する経費 

（補助率：10/10） 

2,069 11,311  2,655 

東京都救急医

療機関勤務医

師確保事業補

助金 

東京都救

急医療機

関勤務医

師確保事

業補助金

交付要綱 

休日及び夜間において救

急医療に従事する医師に

支払う救急勤務医手当 

（補助率：2/3等） 

41,041 44,277 43,350 

東京都在宅移

行支援病床運

営事業補助金 

東京都在

宅移行支

援病床運

営事業補

助金交付

要綱 

事業に必要な報酬、給料、

需用費等（補助率：1/2） 
2,344 5,722 6,966 

東京都在宅療

養児一時受入

支援事業補助

金 

東京都在

宅療養児

一時受入

支援事業

補助金交

付要綱 

病床確保に必要な給与

費、材料費等及び看護師

等確保に必要な報酬、給

料等（補助率：1/3） 

1,714 801 2,114 
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所
管
局 

補助金名 根拠 
補助対象 

（補助率） 

交付額 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

福
祉
保
健
局 

東京都産科医

等育成・確保

支援事業補助

金 

東京都産

科医等育

成・確保

支援事業

補助金交

付要綱 

・産科・産婦人科医及び

助産師に対して、処遇改

善を目的として分娩取扱

件数に応じて支給される

手当 

・研修医に対して、処遇

改善を目的として支給さ

れる手当（補助率：2/3

等） 

8,353 8,212 8,640 

東京都新人看

護職員研修事

業費補助金 

東京都新

人看護職

員研修事

業費補助

金交付要

綱 

・新人看護職員研修の実施

に必要な研修経費等 

・医療機関受入研修事業の

実施に必要な経費（補助

率：1/2） 

5,330 4,522 4,526 

休日・全夜間

診療事業参画

医療機関施設

整備費等補助

金 

休日・全

夜間診療

事業参画

医療機関

施設整備

費等補助

金交付要

綱 

休日・全夜間診療事業の入

院施設として必要な次の

経費 

・診療部門及び専用病室等

の新築又は増改築（周産期

連携病院は改修を含む。）

に要する工事費又は工事

請負費 

・医療機器の備品購入費 

（補助率：10/10等） 

17,947 9,875 17,562 

休日・全夜間

診療事業参画

医療機関施設

整備費等補助

金（周産期連

携病院） 

- 1,782 2,262 

東京都在宅移

行支援病床整

備費補助金 

東京都在

宅移行支

援病床整

備費補助

金交付要

綱 

在宅移行支援病床運営施設

として必要な次の経費 

・各部門の新築、増改築、改

修に要する工事費又は工事

請負費 

・医療機器等の備品購入費 

（補助率：1/2） 

1,571 1,523 1,411 

東京都がん診

療施設施設・

設備整備費補

助金 

東京都が

ん診療施

設施設・

設備整備

費補助金

交付要綱 

がん診療施設 

 補助率 

施設整備：0.33 

設備整備：1/3 

がん患者・家族交流室 

 補助率 

施設整備：1/2 

設備整備：1/2 

11,281 13,112 38,116 
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所
管
局 

補助金名 根拠 
補助対象 

（補助率） 

交付額 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

福
祉
保
健
局 

精神保健及び

精神障害者福

祉に関する法

律に基づく報

告書等報告業

務補助金 

精神保健

及び精神

障害者福

祉に関す

る法律に

基づく報

告書等報

告業務補

助金交付

要綱 

医療保護入院者の入院

届、措置入院者及び医療

保護入院者の定期病状報

告書に係る業務 

各 1通につき 3,000円 

483 411 534 

東京都感染症

指定医療機関

運営事業費補

助金 

東京都感

染症指定

医療機関

運営事業

費補助金

交付要綱 

感染症指定医療機関の運

営に要する次の経費 

・維持管理的経費 

・常勤職員費 

・研究・研修経費 

（補助率：1/2） 

54,590 54,802 58,778 

東京都感染症

指定医療機関

感染防御体制

強化事業費補

助金 

東京都感

染症指定

医療機関

感染防御

体制強化

事業費補

助金交付

要綱 

一類感染症患者の受入時に

おける感染防止に要する資

器材の整備等に要する経費 

（補助率：10/10） 

4,675 2,581 521 

院内保育事業

運営費補助金 

院内保育

事業運営

費補助金

交付要綱 

院内保育事業を行うため

に必要な保育士等の職員

の人件費及び委託料（補

助率：2/3） 

2,300 3,045 2,386 

合計 9,347,769 9,005,731 8,940,711 

  （注）交付額は、確定額である。 
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 （表２）委託事業                              （単位：千円） 

事業名 
委託料 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

東京都地域リハビリテーション支援事業 6,575 8,676 7,749 

地域リハビリテーション推進広域派遣アドバイザ

ー設置事業 - 3,240 5,965 

東京都脳卒中医療連携推進事業 2,241 2,199 2,212 

精神科夜間休日救急診療事業 84,632 84,311 84,483 

東京都精神科患者身体合併症医療事業 865 1,060 1,279 

精神科医療地域連携事業 - - 1,347 

重症心身障害児(者)短期入所に係る病床確保事業

及び超重症児等受入促進員配置事業 14,266 7,492 7,104 

東京都高次脳機能障害支援普及事業 7,217 6,765 2,988 

原子爆弾被爆者等健康診断事業 4,259 4,042 3,411 

東京都認知症疾患医療センター運営事業 28,197 25,691 25,411 

東京都生活習慣病検診従事者講習会事業 5,237 5,237 5,237 

マンモグラフィ読影医師等養成研修事業 14,461 14,461 14,893 

東京都におけるがん検診精度管理評価事業 2,107 2,107 2,107 

合計 170,063 165,287 164,191 

（注）金額は税込であり、精算を要する事業の場合は、精算後の額である。 
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（表３）経常収益に占める都からの収益の推移               （単位：百万円、％） 

科目 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

 構成比  構成比  構成比 

合計 53,763 100  53,879 100  55,008 100  

 

 

 

 

都からの収益 9,558 17.8 9,315 17.3 9,191 16.7 

 

受取補助金 9,386 17.5 9,147 17.0 9,030 16.4 

事業収益（受託料） 156 0.3 149 0.3 144 0.3 

その他（注 2） 14 0.0 17 0.0 16 0.0 

他の収益 44,205 82.2 44,563 82.7 45,816 83.3 

公益目的事業会計 53,690 99.9 53,521 99.3 54,933 99.9 

 

都からの収益 9,481 17.6 8,956 16.6 9,117 16.6 

 

受取補助金 9,309 17.0 8,788 16.3 8,955 16.3 

事業収益（受託料） 156 0.3 149 0.3 144 0.3 

その他（注 2） 14 0.0 17 0.0 16 0.0 

他の収益 44,208 82.2 44,565 82.7 45,816 83.3 

法人会計 77 0.1 359 0.7 74 0.1 

 
都からの収益 77 0.1 359 0.7 74 0.1 

 受取補助金 77 0.1 359 0.7 74 0.1 

内部取引消去 △   3 △ 0.0 △   1 △ 0.0 △   0 △ 0.0 

  （注１）団体の会計は、公益事業に係る収支を公益目的事業会計（開放型病院の運営等に係る地

域医療確保事業会計及びがん検診事業に係る健康増進推進事業会計）、管理部門に係る収支

を法人会計に区分している。 

  （注２）その他は、実習謝礼金、不在者投票経費等である。 
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（表４）財産の貸付状況                         （単位：㎡、千円） 

病院名 分類 
種類 貸付料（年額） 

（注 3） 建物 工作物 

東部地域病院 

普通財産 

病院本館、宿舎棟等 

計 24,290.18 
貯槽等 無償 

多摩南部地域病院 
病院本館、宿舎棟等 

計 35,646.32 
貯槽等 無償 

多摩北部医療センター 
病院本館、職員公社等 

     計 29,977.15 
貯槽等 無償 

荏原病院 
病院本館、看護宿舎等 

     計 57,035.80 
貯槽等 無償 

豊島病院 
病院本館、看護宿舎等 

     計 51,598.72 
貯槽等 無償 

東京都がん検診センター 
本館  

8,740.43 
－ 87,841 

大久保病院 －（注 2） 
病院棟 

23,480.42 
－ 無償 

  （注１）土地（大久保病院を除く）については、建物等の貸付契約に付随して建物の敷地を使用

している。 

（注２）大久保病院は、土地信託の建物を都が借り上げ、公益財団法人東京都保健医療公社に無

償で貸し付けている。 

  （注３）財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年東京都条例第２５号）第４条

に基づき、６病院の貸付料は無償、東京都がん検診センターの建物貸付料は５０％減額。 
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第３ 監査の結果 

１ 運営に関する事項 

（単位：百万円、％） 

科目 
平成 

27年度  

平成 28年度 平成 29年度 

 増減額 増減率  増減額 増減率 

経常収益 53,763 53,879 115 0.2 55,008 1,128 2.1 

当期経常増減額 △  156 △  16 140 △ 89.6 △   17 △  0 5.8 

当期一般正味財産増減額 △  162 △ 279 △  116 71.7 52 331 △118.9 

資産合計 20,922 21,041 119 0.6 21,001 △   40 △  0.2 

正味財産合計 3,900 3,332 △  567 △ 14.5 3,192 △  140 △  4.2 

 

（１）監査の観点 

本監査では、公益財団法人東京都保健医療公社（以下「公社」という。）の事業について、主

に、中期計画「公社活性化プランⅢ」（平成２４年３月策定。以下「活性化プラン」という。）

に基づき、病院運営やがん検診事業が適切に行われているか、また、利用者の利便性に配慮し

た対応が図られているかなどの観点から、団体からヒアリングを行うとともに、事業報告書、

総勘定元帳、伝票、証ひょう等を抽出により検証した。 

なお、病院施設の老朽化への対応について、維持保全計画（平成２９年３月策定）の対象施

設のうち、建物経過年数が２５年以上の荏原病院と多摩南部地域病院を対象に、計画に基づき

維持保全が適切に進められているかを技術的な観点から検証した。 

 （２）事業実績 

    公社は、６病院及び東京都がん検診センターの運営を行っている。 

病院運営では、６病院それぞれが立地する地域において必要とされている医療を提供すると

ともに、地域の医療機関との機能分担と連携を図りながら、地域における急性期医療の中核病

院として運営を行った。入院患者の実績は、平成２９年度に延べ患者数が５７万７，２１９人

となっており、平成２７年度と比較して増加している。外来患者の実績は、平成２９年度に延

べ患者数が８３万６，５２３人となっており、平成２７年度と比較して減少している。 

    がん検診事業では、がんの専門検診機関として、多摩地域を主体とした検診事業、人材養成

事業等を実施した。一次検診、一般・精密検診を合わせた延べ受診者数は、平成２９年度に８

万１８人となっており、平成２８年度以降減少している。 

（３）収益及び費用の状況 

平成２９年度の経常収益は、５５０億８０３万余円であり、増加傾向にある。これは主に、

地域医療機関との連携強化や救急医療の積極的な受入れを行った結果、医業収益が増加したこ

とによる。 
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当期経常増減額は、平成２８年度及び平成２９年度は、同水準であるが、当期一般正味財産

増減額は、平成２８年度は、損害賠償金の支払に備えるため、２億８，２０９万余円の損害賠

償引当金を繰り入れたことにより、２億７，９１３万余円の赤字、平成２９年度は、その戻入

益があったことにより、５，２６４万余円の黒字となっている。 

（４）財政状態 

資産は、固定資産については、主に建物附属設備や医療機器等什器備品等で構成されている。

資産の合計額は、２１０億円前後で推移しており、正味財産は、平成２７年度以降減少傾向に

ある。また、医療機器などの設備を更新するために積み立てている減価償却引当資産を、運転

資金に流用することを毎年度繰り返している。 

（５）事業運営に関する評価 

  （病院運営） 

  救急患者や地域医療機関からの紹介患者を積極的に受け入れるなどして新入院患者の増加や

単価の向上を図ってきたこと等により、活性化プラン最終年度の平成２８年度の自己収支比率

（自らの収益でどの程度まで経常費用を賄えているかを示す指標）は、目標値８７．７％に対

し、８９．７％と達成し、平成２９年度率は９０．１％と更に向上している。 

一方で、病床利用率は、活性化プラン初年度の平成２４年度の７７．９％から平成２８年度

は７２．４％まで低下し、平成２９年度は７３．５％と回復したものの、低迷している。これ

は、新入院患者数は増加しているが、それ以上に平均在院日数の短縮化が進んだことによるも

のであり、一部の病院では、医師、看護師の欠員により、病棟が休止していることも影響して

いる。 

医師、看護師の確保は、公社病院全体の課題であり、医師については、大学医局からの派遣

以外の確保策の充実が求められる。看護師については、看護学校への積極的な働きかけなどの

確保対策により、一時期ほどの欠員傾向は解消してきたが、引き続き様々なＰＲを通じて優秀

な人材を確保することが必要である。 

さらに、診療報酬改定など制度改正に迅速に対応できるよう柔軟な人員配置が可能な仕組み

づくりについて、公社事務局は、都との協議を進める必要がある。 

なお、荏原病院及び豊島病院における休止病棟については、休止以来長期間経過しており、

医療資源の有効活用という点においても、今後の対応について早急に結論を得る必要がある。 

   （がん検診事業） 

一次検診の受診者数は、受託先自治体の減少等により、平成２８年度以降減少している。精

密検診の受診者数は、横ばいであったが、平成２９年度は減少している。病院経営本部が平成

３０年１月に策定した「多摩メディカル・キャンパス整備基本構想」によると、東京都がん検

診センターの精密検査機能への重点化を図り、一次検診は地域の状況を踏まえ段階的に縮小し

ながら廃止し、精密検診部門を東京都立多摩総合医療センターに統合するとしている。公社は、
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基本構想の実現に向けて、病院経営本部と調整を図り、対応していく必要がある。 

   （利用者の利便性への配慮） 

外来待合ホールなどの環境改善の実施や施設内の案内等を利用し易く分かり易いものとする

など適切に行われている。今後、患者支援センターの充実強化やＩＣＴ（情報通信技術）を活

用した新しいサービスの検討を行うとしているが、着実な対応による患者サービスの向上が求

められる。 

   （病院施設の老朽化への対応） 

各施設は、十分な耐震性を保有しているものの、築２０年以上経過していることから、老朽

化への対応が課題となっている。多摩北部医療センター及び東部地域病院については、都の第

二次主要施設１０か年維持更新計画（平成２７年３月策定）による大規模改修が予定されてい

る。それ以外の多摩南部地域病院、荏原病院及び豊島病院について、公社は、建築・設備に係

る維持保全計画を平成２９年３月に策定した。監査対象とした荏原病院及び多摩南部地域病院

において、計画に基づき、平成２９年度は非常用発電機の部品更新を行うなど、計画的に設備

を更新しているが、今後の状況に応じて行うとしている毎年度の見直しを着実に実施すること

が望まれる。 

   （事務の執行） 

契約事務に関して、多岐にわたる不適切な事例が見受けられた。また、過去の監査から毎回

契約事務に関する指摘事項があるため、今後は、各病院でのチェック機能の強化などの取組は

もとより、公社事務局による各病院への指導や事務職員の育成などを強化する必要がある。 

 

 東京都地域医療構想（平成２８年７月策定）によると、今後、平成３７年の東京における急

性期病院の病床数の需要見込みは減少し、平成２７年度と比較して約６，１００床過剰になる

とされているため、急性期病院の競合激化が見込まれる。こうした中、地域の急性期医療を担

う中核医療機関として、これまで培ってきた医療連携を充実し、そのノウハウを活用しながら

介護等の保健・福祉への支援や連携に一歩踏み出すとしている。 

地域医療の更なる充実や地域包括ケアシステム構築への貢献といった公社に求められている

役割を果たしていくためには、一層の経営努力により、収支の改善と経営管理体制の強化を図

ることが必要である。公社は、各病院・所において、年度ごとの実施計画（バランススコアカ

ード）を作成し、進行管理を実施しているが、事務局機能の強化に努め、目標達成に向けた牽
けん

引

力を発揮し、着実な事業実施と経営の効率化に取り組むことが望まれる。 

  

運営に関する事項は以上のとおりであり、公社の事業は監査を実施した限りにおいて、別項指

摘事項及び意見・要望事項を除き、出えん等の目的に沿って運営されていると認められる。 
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２ 指摘事項 

（１）団体 

ア 契約事務を適切に行い、病院への指導を強化すべきもの 

東京都がん検診センター、大久保病院、豊島病院及び多摩北部医療センターにおいて、契

約事務を見たところ、次のとおり、適切でない事例が認められた。 

 

（ア）東京都がん検診センターは、公益財団法人東京都保健医療公社財務規程（平成２年４月

１日規程第１０号。以下「財務規程」という。）第４３条に基づき随意契約により婦人科検

診台を購入（契約金額：１９６万５，６００円）している。 

受注者決定までの過程を見たところ、表５のとおり、実施原議で決定した見積りを徴取

するとした者と実際に見積りを徴取した相手が異なる状況となっており、適正でない。 

 

    （表５）受注者決定までの過程 

見積徴取するとした者 Ａ Ｂ Ｃ 

実際の見積徴取者 Ａ Ｄ Ｅ 

受注者 Ｄ 

 

  （イ）大久保病院は、統合院内ＬＡＮ複写サービスに関する契約（単価契約、契約期間：平成

２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで、契約金額：６５４万８，５８０円。以下

「原契約」という。）を締結している。 

ところで、原契約に関連し、「院内ＬＡＮ複写サービスに関する契約」（契約期間：平成

３０年３月１日から平成３０年３月３１日まで、契約金額：９万２，６２９円）を別途締

結しているが、次のとおり、適切でない点が認められた。 

ａ 件名を「複写サービス」としているが、対象となる複写機の設置場所等が仕様書に明

記されておらず、原契約との関係において、別途で契約する必要性、目的が不明 

ｂ 予定数量及び予定単価の積算根拠が不明 

ｃ 契約締結に当たり、見積書の原本が保管されておらず、決定単価の根拠が不明 

ｄ 原契約と同様に実態が単価契約であり、財務規程第４４条第２項に掲げる契約書の作

成を省略できる場合に該当していないにもかかわらず、契約書を作成していない。 
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（ウ）豊島病院は、表６の契約により、表７の清掃業務等を委託している。 

業務の履行管理について確認したところ、次のとおり、適切でない点が認められた。 

ａ 仕様書に定める作業計画について 

仕様書において、受託者は、病院の指定に基づいて定期清掃及び特別清掃の年間作業

計画書を提出すること、また、毎月の作業の実施にあたっては、当該月の日常清掃、定

期清掃、特別清掃作業の作業計画表を提出し病院と協議することとしている。 

しかしながら、受託者は各作業計画等の作成及び提出を行っておらず、病院も求めて

いないことが確認された。 

また、各作業計画等がなく、事前の調整を十分に行っていないため、病棟の都合がつ

かない等の理由で、仕様書で指定している作業の未履行が生じている状況が認められた。 

     ｂ 清掃作業日報について 

仕様書において、受託者は、作業終了後、事前に病院と協議して作成した清掃業務日

誌に必要事項を詳細に記入の上、病院に提出して承認を得ることとなっている。 

しかしながら、提出された清掃業務日誌は、履行した場所についてのチェック欄がな

く、表７のとおり、日常清掃は清掃箇所によって毎日・隔日・週１回等清掃頻度が違う

にもかかわらず、当日どの場所を清掃しているか確認できないものとなっている。また、

定期清掃及び特別清掃は、一部箇所を除いて清掃業務日誌への記載による報告がされて

おらず、仕様書で指定した作業が履行されたか確認ができない。 

ｃ 清掃箇所について 

特別清掃の作業面積等については、表７のとおりとしているが、面積や個数の内訳や

場所が分かる書類が、監査日（平成３０年１０月４日）現在確認できず、受託者にも図

面等で指示を行っていないことが認められた。こうした状況では、仕様書で指定した作

業箇所について、受託者が履行を完了することは不可能である。 

ｄ 清掃作業面積について 

    清掃作業面積については、仕様書において、表７のとおり記載されている。しかしな

がら、①定期清掃の作業箇所は日常清掃と同じ範囲としているが、特段の理由なく両者

の面積に不一致がある、②日常清掃及び定期清掃において、予定金額の積算における作

業面積と不一致がある等、作業面積が適切なものであるかが確認できない状況が認めら

れた。 

（表６）契約の締結状況                       （単位：円） 

契約件名 契約期間 契約金額（年額） 

豊島病院建物清掃委託 平成 28.4.1～平成 29.3.31 75,600,000 

豊島病院建物清掃委託 

（長期継続契約） 平成 29.4.1～平成 32.3.31 80,784,000 
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（表７）仕様書における清掃作業の概要 

清掃区分 実施回数 作業箇所 作業面積等 

日常清掃 毎日 病棟、廊下、階段、踊り場、エレベーター

ホール、トイレ、浴室、屋外等 

23,961.52㎡ 隔日 各事務室、会議室、当直室等 

週 2回 厨房等 

週 1回 ＮＩＣＵ・ＧＣＵ区域（閉鎖中）等 

定期清掃 年 4回 日常清掃と同じ範囲（床の機械洗浄ワック

スがけ、カビとり等） 
23,193.74㎡ 

年 1回 床の剥
はく

離清掃 3,266.82㎡ 

特別清掃 年 4回 窓ガラス 2,866.40㎡ 

年 2回 カーテンウォール 5,385.50㎡ 

年 2回 空調吹込・吹出口 2,049個 

年 1回 照明器具 7,085個 

年 1回 ガラス清掃（建具、ガラスブロック等） 690.20㎡ 

年 4回 調理室ダクト・調乳室フード等 一式 

年 2回 バルコニー 一式 

   

（エ）多摩北部医療センターは、屋外及び職員住宅共用部分の清掃を行うための委託契約（単

価契約、契約期間：平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで、契約金額：３０７

万８，０９０円）を締結している。 

契約の履行確認及び支払状況を見たところ、表８のとおり、平成２９年５月から同年７

月にかけては、契約書に基づく単価で算定した本来の金額よりも過少に、同年８月及び同

年９月は過大にそれぞれ支払っており、年間の合計で９，２２９円過大に支払っているな

どの状況が認められたことは、適正でない。 

これについて、センターの説明によると、平成２９年５月から同年７月分については、

受託者より平成２８年度の同契約における単価により請求があったためであり、これらの

過少支払分を調整するよう処理をした結果としている。 
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（表８）屋外及び職員住宅共用部分の清掃業務委託契約の支払状況  （単位：円） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月  

正しい金額（注） 241,418 241,418 271,596 262,727 271,596 250,287  

実際の支払金額 241,418 234,938 264,306 255,674 291,846 260,089  

差額 0 △6,480 △7,290 △7,053 20,250 9,802  

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

正しい金額（注） 250,287 292,904 241,418 198,802 262,727 292,904 3,078,084 

実際の支払金額 250,287 292,904 241,418 198,802 262,727 292,904 3,087,313 

差額 0 0 0 0 0 0 9,229 

（注）契約書に基づく単価により各委託項目の履行回数に応じて算出した合計金額。５月から９

月分は履行回数に基づく監査事務局試算額である。 

 

以上のとおり、契約締結までの手続、契約書及び仕様書の作成、履行確認、支払事務と多

岐にわたって適切でない事例が散見される。 

これらは、各病院及び東京都がん検診センター（以下「病院等」という。）において、 

① 契約事務に関する手引きやマニュアルが活用されていないこと 

② 事務担当者の適切な契約事務処理についての認識が不足していること 

③ 病院等内でのチェック機能が十分に働いていないこと 

などによるものである。 

公社事務局は、契約事務に関する研修を実施し、毎年度１回各病院等を巡回して自己検査

も実施している。平成２９年度の自己検査項目の中には、表９のとおり、今回の指摘に該当

する項目も入っている。しかしながら、前述のとおり各病院等において不適切な事例が発生

している状況は、公社事務局の指導が病院等まで十分に浸透していないことによるものであ

る。 

病院等は、契約事務を適切に行われたい。 

     公社事務局は、契約事務が適切に行われるよう病院等の指導を強化されたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

（表９）平成２９年度の自己検査項目のうち不適切事例に関係するもの 

・ 実施原議、締結原議、契約書を作成しているか 

・ 仕様書に記載の添付書類が提出されているか 
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イ 消防用設備について速やかな改善措置を講じるべきもの 

消防用設備については、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に基づく点検を行い、その

結果を消防署に報告しなければならないとされている。 

ところで、荏原病院において、消防署に報告した消防用設備の点検結果報告書を見たとこ

ろ、過去に点検で不備を指摘され、今後改善予定とした設備について、表１０のとおり、監

査日（平成３０年１０月１１日）現在、改善が行われていないことが認められた。 

病院は、年中休みなく医療を提供しており、改善工事を実施するには、病院運営への影響

を最小限に抑えるために様々な対応や調整が必要であるが、消防用設備の不備は、火災等の

災害時に被害を拡大させる可能性があり、改善を先送りすることは病院利用者の安全を確保

する上で適切でない。 

病院は、消防用設備について具体的な改善計画を検討の上、速やかな改善措置を講じられ

たい。  

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

（表１０）監査日現在までに改善されていない設備            （単位：件） 

設備名 所在 件数 点検結果 
最初に不備を 

指摘された年度 

排煙設備 

地下2階 

地下1階 
2階 

2 

12 
2 

防火ダンパー（注1）機器不良及び軸

固着による閉鎖動作不良 

平成28年度 

平成20年度 
平成28年度 

地下1階 2 排煙口動作不安定による復旧困難 平成29年度 

地下1階 

4階 
5階 

1 

1 
1 

排煙口手動起動装置前に備品のため

視認障害 
平成28年度 

防火設備 

 

地下2階 
地下1階 

1階 

2階 

1 
3 

3 

1 

防煙スクリーン機器不具合による降

下動作不良 

平成29年度 
平成28年度等 

平成20年度等 

平成20年度 

1階 1 備品によるシャッター下降障害  平成28年度 

2階 

4階 
5階 

1 

1 
1 

防火戸完全閉鎖せず 平成29年度 

地下1階 

1階 

1 

1 

レリーズ（注2）復旧不良及びシャッ

ター用電動スイッチ不良 

平成29年度 

平成28年度 

地下1階 

1階 

2階 
5階 

1 

1 

2 
1 

シャッター用電動スイッチ不良 

平成29年度 

平成28年度 

平成28年度 
平成29年度 

1階 2 
チェーンがスプロケット（注3）から

外れあり 
平成29年度 

     （注１）ダクトに取り付けられる空調装置。通常時は開放しているが、熱を感知すると閉

塞し煙や炎の拡大を防ぐことができる。 
     （注２）防火戸を全開状態にするための電磁石。 
     （注３）チェーンの回転を軸に伝達するための歯車。 

309



ウ 借上職員住宅の使用料の算定根拠を定めるべきもの 

    荏原病院は、敷地内に単身用の職員住宅を有している。単身用の職員住宅は、公社の職員

住宅の利用及び管理に関する要綱（平成１７年３月３１日付１６保事総第６４６号）におい

て、固有職員、東京都派遣職員及び１６日以上勤務する非常勤職員又はパート職員が使用す

ることができると定められている。 

    病院は、看護師の住宅を確保するため、職員住宅運営細則（平成２５年１１月２８日付保

荏病第１３０２号）を定め、平成２６年３月２５日以降看護師以外の職員を入居させないこ

ととし、非常勤職員である専門臨床研修医については、病院から半径２キロメートル以内の

住宅で院長が認めた場合、民間住宅を借り上げて職員住宅（以下「借上職員住宅」という。）

としている。平成３０年３月３１日現在の戸数は、５戸となっている。 

    ところで、借上職員住宅の使用料について見たところ、住宅の契約金額から定額を控除し

た額としており、控除分は公社が負担していることが認められた。 

    都から財政支出を受けている監理団体として、支出の算定根拠を明確にすることは必要で

あるが、使用料に関する規程類がなく、控除分の算定根拠についても確認できない状況であ

った。 

    公社事務局は、借上職員住宅の使用料の算定根拠を定められたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

（２）局及び団体 

ア 補助金を返還すべきもの 

     福祉保健局は、新人看護職員研修体制の整備を促進し、看護の質の向上及び早期離職防止

を図ることを目的として、都内の病院等が実施する新人看護職員等の研修に要する経費の補

助を行っている。 

     ところで、東部地域病院の新人看護職員研修事業費補助金の支給状況を見たところ、表 

１１のとおり、基準額の算定に誤りがあり、平成２８年度の補助金が過大交付となっている

ことが認められた。これは、自施設の新人看護研修を公開し、公募により他施設の新人看護

職員の受入れを複数月で実施する場合に基準額の加算ができるところ、４月のみの実施にも

かかわらず基準額の加算をしたことによるものである。 

     病院は、過大となっている５万６，０００円を返還されたい。 

    また、局は補助金の審査を適切に行われたい。  

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

（福祉保健局） 
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（表１１）平成２８年度補助金の算定                  （単位：円） 

区分 
金額 

（誤） （正） 差額 

基準額 1,173,000 1,060,000 113,000 

 研修経費 630,000 630,000 0 

教育担当者経費 430,000 430,000 0 

医療機関受入研修事業 113,000 0 113,000 

対象経費の実支出額 2,159,662 2,159,662 0 

補助所要額（注） 586,000 530,000 56,000 

（注）補助所要額は、基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に、補助率（２

分の１）を乗じた金額である（ただし千円未満の端数は切り捨てる）。 

 

イ 応急用医療資器材について適切に管理し、状況把握の上、対応を促すべきもの 

荏原病院は、災害拠点病院（注１）に指定され、災害時に医療救護のために使用する応急

用医療資器材等を整備している。 

ところで、病院において、災害拠点病院として補助金（注２）で整備している応急用医療

資器材の管理状況を見たところ、浄水セット１点が、平成２３年度以降、使用可否が不明な

状態となっていることが認められた。 

器材の管理については、要領（注３）において「災害時に直ちに使用が可能な状態で保管

し、このために必要な機器の点検等を実施すること」となっており、病院は、年に１回職員

が行っている機器の点検において、老朽化により専門業者によるメンテナンスが必要である

と判断したものの、その後の対応を長期間行っていないことは適切でない。 

局は、病院から年に１回管理台帳を提出させており、管理台帳の提出時に機器の確認を行

うよう口頭指導を行ったとしている。しかしながら、その後の状況把握を行っておらず、使

用可否が不明な状態が長時間続いていることについて是正を促していなかったことは適切で

ない。 

     病院は、応急用医療資器材について適切に管理されたい。 

局は、補助金で整備した応急用医療資器材の状況を適切に把握し対応を促されたい。 

    （公益財団法人東京都保健医療公社） 

（福祉保健局） 

 
（注１）東京都災害拠点病院設置運営要綱により、災害時における東京都の医療救護活動の拠

点となる病院として都知事が指定した病院 

   （注２）東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業に関する補助金 

（注３）東京都災害拠点病院における応急用資器材の整備及維持に関する要領 
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３ 意見・要望事項 

（１）団体 

ア 回収不能な医業外未収金について 

大久保病院は、退職した職員の手当等返納金など職員に対する未収金を管理しているが、

表１２のとおり、当該職員の所在が不明等の理由により、督促できない状況となっていた。 

ところで、職員に対する未収金は、督促できない状況のものであっても財務諸表上、医業

外未収金として計上されている。公社において、医業未収金とは異なり、職員に対する未収

金については、貸倒損失処理を行う仕組みが整っていないため、病院としては回収できない

債権にもかかわらず、財務諸表に計上し続けなければならない状況となっている。 

公社事務局は、回収不能な医業外未収金の貸倒損失処理を行うための仕組みの構築につい

て検討することが望まれる。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

（表１２）大久保病院における退職者等に係る未収金の状況  （単位：件、円） 

調定年度 件数 金額（税込） 

平成 19 年度 1 21,700 

平成 21 年度 6 533,680 

平成 22 年度 4 97,785 

合計 11 653,165 
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第４ 運営状況の概要 

１ 運営状況 

（１）事業実績 

ア 開放型病院の運営 

     公社は、病床や医療機器等を地域の診療所の医師等に開放し、共同診療や共同利用を行う

開放型病院として、６病院、病床数２，１５１床の運営を行っている。 

 

   （ア）病院の概要（平成３０年３月３１日現在） 

病院名 所在地 
診療 

科目数 

重点医療（注 1） 病床数 
（注 3） 特色ある医療（注 2） 

東部地域病院 
東京都葛飾区亀
有五丁目 14-1 

16 
救急医療、循環器医療 

300床 
がん医療 

多摩南部地域病
院 

東京都多摩市中
沢二丁目 1-2 

19 
救急医療、がん医療 

300床 
がん医療、緩和医療 

大久保病院 
東京都新宿区歌
舞伎町二丁目
44-1 

18 
救急医療、生活習慣病医療 

300床 
腎医療、脳卒中医療、がん医療 

多摩北部医療セ
ンター 

東京都東村山市
青葉町一丁目
7-1 

25 
救急医療、がん医療 

328床 
がん医療 

荏原病院 
東京都大田区東
雪谷四丁目 5-10 

22 

救急医療、脳血管疾患医療、集学的がん
医療 

500床 
脳卒中医療、がん医療、高気圧酸素療法、
産科医療 

豊島病院 
東京都板橋区栄
町 33-1 

29 

救急医療、脳血管疾患医療、がん医療 

423床 
脳卒中医療、がん医療、緩和医療、 
産科医療 

      （注１）「重点医療」とは、「地域の中核病院として、地域に必要とされる医療」として公社病

院が取り組んでいる医療である。 

（注２）「特色ある医療」とは、「病院のもつ専門性を生かし、地域からのニーズや医療環境の

変化に応じて提供する医療」として公社病院が取り組んでいる医療である。 

（注３）病床数は、予算病床数である。 
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（イ）入院患者の実績 

（単位：人、％） 

病院名 
1日当たり患者数（注 1） 年間延べ患者数 病床利用率（注 2） 

平成 
27 年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27 年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27 年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

東部地域 
病院 

228.2 230.0 228.9 83,523 83,938 83,562 76.1 76.7 76.3 

多摩南部 
地域病院 

207.9 207.1 222.4 76,085 75,578 81,183 69.3 69.0 74.1 

大久保 
病院  

244.3 236.9 237.5 89,418 86,451 86,684 81.4 79.0 79.2 

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

263.3 256.4 263.1 96,372 93,586 96,025 80.3 78.2 80.2 

荏原病院 309.2 290.5 292.4 113,174 106,034 106,726 61.8 58.1 58.5 

豊島病院 323.0 336.4 337.1 118,212 122,780 123,039 76.4 79.5 79.7 

全病院 1,575.9 1,557.2 1,581.4 576,784 568,367 577,219 73.3 72.4 73.5 

（注１）年間延べ患者数を稼働日数（平成２７年度３６６日、平成２８年度及び平成２９年度

３６５日）で除した数値である。 

（注２）年間延べ患者数を予算病床数×暦日で除したものである。 

（注３）荏原病院については、一部病床（４３床）を休止している。 

 

（ウ）新入院患者の実績  

                     （単位：人） 

病院名 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

年間延べ患者数 年間延べ患者数 年間延べ患者数 

東部地域病院 8,242 8,266 8,234 

多摩南部地域病院 8,054 8,523 8,598 

大久保病院  6,778 6,940 6,874 

多摩北部医療センター 8,527 8,555 8,577 

荏原病院 7,969 7,803 8,238 

豊島病院 10,131 10,066 10,436 

合計 49,701 50,153 50,957 
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（エ）外来患者の実績  

                       （単位：人） 

病院名 
1日当たり患者数（注） 年間延べ患者数 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

東部地域病院 372.8 363.2 369.3 109,606 106,420 108,195 

多摩南部地域病院 361.5 371.7 379.8 106,271 108,899 111,286 

大久保病院 388.8 381.7 394.9 114,300 111,825 115,699 

多摩北部医療センター 449.9 467.8 460.8 132,276 137,066 135,011 

荏原病院 722.1 657.7 628.7 212,284 192,695 184,213 

豊島病院 622.6 605.3 621.6 183,044 177,360 182,119 

合計 2,917.6 2,847.3 2,855.0 857,781 834,265 836,523 

（注）延べ入院患者数を稼働日数（平成２７年度２９４日、平成２８年度及び平成２９年度 

２９３日）で除した数値である。 

 

（オ）診療単価 

（単位：円） 

病院名 
入院 外来 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

東部地域病院 54,324  54,191 54,305 14,239 17,453 16,219 

多摩南部地域病院 55,659  57,188 56,379 14,999 14,802 15,376 

大久保病院 50,477  53,347 53,675 15,186 14,939 15,129 

多摩北部医療センター 54,001  54,996 55,936 14,276 14,531 16,038 

荏原病院 47,279  47,803 48,947 10,774 11,221 11,880 

豊島病院 55,775  56,133 57,397 10,858 11,231 11,954 

全病院 52,765 53,822 54,442 12,886 13,528 14,043 
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（カ）地域医療機関との連携 

ａ 紹介・返送・逆紹介患者数 

（単位：人） 

病院名 
紹介（注 1） 返送（注 2） 逆紹介（注 3） 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

東部地域病院 16,448 13,347 13,562 10,632 13,068 12,321 3,668 4,313 3,993 

多摩南部地域
病院 

12,074 12,274 12,407 5,585 6,089 6,538 3,871 4,943 5,185 

大久保病院 5,390 5,462 6,385 5,974 6,107 5,419 2,508 2,070 3,134 

多摩北部医療
センター 

8,829 8,934 9,179 8,872 9,415 9,094 7,129 7,422 7,243 

荏原病院 13,796 12,716 13,029 10,047 10,706 14,535 7,112 7,261 7,175 

豊島病院 9,919 9,298 9,885 11,493 14,464 15,498 5,905 5,058 5,039 

合計 66,456 62,031 64,447 52,603 59,849 63,405 30,193 31,067 31,769 

（注１）他の医療機関から紹介状により紹介を受けること 

   （注２）症状が軽快・安定したことなどにより、紹介元の医療機関での受診に戻ること 

（注３）症状により新たな医療機関での診察、治療が必要な場合に他の医療機関を紹介するこ

と 

 

ｂ 主な高額医療機器の共同利用実績 

（単位：件） 

病院名 
ＭＲＩ（注 1） ＣＴ（注 2） ＲＩ（注 3） 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

東部地域病院 1,713 1,707 1,615 1,073 992 1,181 357 412 450 

多摩南部地域
病院 

923 733 715 1,047 1,093 1,188 123 127 135 

大久保病院 1,640 1,592 1,414 641 641 656 50 27 35 

多摩北部医療
センター 

616 501 421 363 432 386 32 21 32 

荏原病院 2,454 2,305 2,353 1,748 1,688 1,715 62 41 59 

豊島病院 499 398 348 548 443 421 22 23 19 

合計 7,845 7,236 6,866 5,420 5,289 5,547 646 651 730 

（注１）磁気共鳴画像診断装置 

（注２）コンピュータ断層撮影装置 

（注３）核医学診断装置 
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イ がん検診事業（東京都がん検診センター） 

（ア）がん検診事業 

  （単位：人） 

事業名 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

一次検診（注 1） 
17区市町村 

48,628 

16区市町村 

43,401 

16区市町村 

41,917 

一般・精密検診 44,464 43,875 38,101 

 
精密検診（注 2） 31,836 31,402 27,910 

職域検診等（注 3） 12,628 12,473 10,191 

合計 93,092 87,276 80,018 

（注１）区市町村からの委託を受けて実施する検診 

（注２）一次検診を受けて要精密検査となった方等の検診 

（注３）職域団体からの委託を受けて実施する検診等  

 

（イ）検診従事者に対する教育・研修事業 

 （単位：人） 

内容 項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

がん検診医療従事者養成

研修及び細胞検査士養成

所の運営 

受講者数 1,176 1,220 1,344 
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（２）収益及び費用の状況 

ア 主要科目の推移  

                                    （単位：百万円、％） 

 

  

項目 
平成 

27年度 

平成 28年度 平成 29年度 

 増減額 増減率  増減額 増減率 

合
計 

経常収益 53,763 53,879 115   0.2 55,008   1,128 2.1 

 

基本財産運用益 7 5 △  1 △ 24.6 6   0   14.7 

事業収益 44,200 44,567   366 0.8 45,777   1,210   2.7 

受取補助金等 9,510 9,271 △  239 △  2.5 9,159 △  111 △  1.2 

その他 44 34 △   9 △ 21.3 64 29   84.3 

経常費用 53,920 53,895 △   24 △  0.0 55,025 1,129   2.1 

 
事業費 53,843 53,818 △   24 △  0.0 54,950 1,131   2.1 

管理費 77 77 △    0 △  0.4 74 △   2 △  3.0 

当期経常増減額 △ 156 △  16   140 △ 89.6   △   17 △    0   5.8 

経常外収益 13 58   45 350.7  77 19   32.5 

経常外費用 18 321 302 - 7 △  313 △ 97.5 

当期一般正味財産増減額 △ 162 △ 279 △  116 71.7 52 331 △118.9 

公
益
目
的
事
業
会
計 

経常収益 53,690 53,521 △  168 △  0.3 54,933 1,412  2.6 

 

基本財産運用益 7 5 △   1 △ 24.6 6 0  14.7 

事業収益 44,204 44,568 364 0.8 45,777 1,209  2.7 

受取補助金等 9,433 8,912 △  521 △  5.5 9,084 172 1.9 

その他 44 34 △   9 △ 21.3 64 29  84.3 

経常費用 53,846 53,819 △  26 △  0.0 54,950 1,131  2.1 

 事業費 53,846 53,819 △  26 △  0.0 54,950 1,131  2.1 

当期経常増減額 △ 156 △ 298 △  142  91.0 △  17 281 △ 94.2 

経常外収益 13 58 45 350.7 77 19  32.5 

経常外費用 18 321 302 - 7 △  313 △ 97.5 

当期一般正味財産増減額 △ 162 △ 561 △  399 246.2 52 613 △109.4 

法
人
会
計 

経常収益 77 359 282 366.5 74 △ 284 △ 79.2 

 受取補助金等 77 359 282 366.5 74 △ 284 △ 79.2 

経常費用 77 77 △  0 △ 0.4 74 △  2 △  3.0 

 管理費 77 77 △  0 △ 0.4 74 △  2 △  3.0 

当期経常増減額 △  0 282 282 - 0 △ 282 △100  

当期一般正味財産増減額 △  0 282 282 - 0 △ 282 △100  

内部取引消去 △  3 △  1 1 △ 60.3 △  0 0 △ 70.3 
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（３）財政状態 

ア 主要科目の推移 

 （単位：百万円、％） 

科目 
平成 

27年度 

平成 28年度 平成 29年度 

 増減額 増減率  増減額 増減率 

流動資産 10,902 10,845 △  56  △  0.5  10,340 △ 505 △  4.7 

 現金預金 2,735 2,722 △  13 △  0.5 2,624 △  97 △  3.6 

未収金 7,578 7,508 △  69 △  0.9 7,117 △ 391 △  5.2 

その他 588 614 26 4.5 598 △  16 △  2.7 

固定資産 10,020 10,195 175 1.7 10,660 465   4.6 

 基本財産 513 513 0 0.0 513 △   0 △  0.0 

特定資産 5,646 5,774 127 2.3 6,352 578   10.0 

その他固定資産 3,860 3,908 47 1.2 3,795 △ 112 △  2.9 

資産合計 20,922 21,041 119 0.6 21,001 △  40 △  0.2 

流動負債 8,426 8,488 62 0.7 8,130 △ 357 △  4.2 

 未払金 5,371 4,965 △ 406 △  7.6 4,762 △ 202 △  4.1 

都補助金返還金 582 819 236 40.6 936 117 14.3 

賞与引当金 1,362 1,352 △   9 △  0.7 1,343 △   9 △  0.7 

リース債務 905 861 △  44 △  4.9 838 △  23 △  2.8 

その他 203 489 285 140.4 249 △ 239 △ 49.0 

固定負債 8,596 9,220 624 7.3 9,678  457 5.0 

 リース債務 1,864 2,021 157 8.4 1,960 △  60 △  3.0 

退職給付引当金 6,732 7,198 466 6.9 7,717 518 7.2 

負債合計 17,022 17,709 686 4.0 17,809 100 0.6 

指定正味財産 7,324 7,036 △ 288 △  3.9 6,843 △ 193 △  2.7 

一般正味財産 △ 3,424 △3,704 △ 279 8.2 △3,651 52 △  1.4 

正味財産合計 3,900 3,332 △ 567 △ 14.5 3,192 △ 140 △  4.2 

負債及び正味財産合計 20,922 21,041 119 0.6 21,001 △  40 △  0.2 
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（４）維持保全計画に基づく施設の保全 

  ア 維持保全計画の概要 

計画期間 平成 29 年度から平成 38年度まで 

保全の概要 平成 29 年度から 10 年間で、病院施設の保全が必要と判断された機器等に

ついて適正なタイミングで保全を行うことで、施設の長寿命化と費用負担

の軽減及び病院の収益性の向上を目指すものである。 

荏原病院（建物経過年数 25年） 

（年度）  

主な保全項目 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

外壁補修    ○       

屋根防水補修        ○   

受変電設備改修    ○       

非常用発電機 ◎          

給水設備        ○   

空調熱源機器   ○ ○ ○      
 

多摩南部地域病院（建物経過年数 26年） 

（年度）  

主な保全項目 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

外壁補修    ○       

非常用発電機 ◎          

上水受水槽 ◎          

空調設備   ○ ○       

給水設備   ○ ○ ○      
 

（注）表の◎は保全が完了しているもので、○は主な保全が計画されているもの。 
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２ 参考資料 

（１）中期計画 

ア 第三次中期経営計画「公社活性化プランⅢ」 

（ア）位置付け 

公社が、経営力を強化し、地域医療の更なる充実に貢献していくための事業運営の方向

性とその実現に向けた道筋を示した中期経営計画 

（イ）計画期間 

平成２４年度から平成２８年度までの５か年間 

（ウ）主な経営指標の目標値と実績（病院事業） 

（単位：人、％） 

経営指標 

活性化プランⅢ （参考） 
事業実績 

目標値 
（計画期間終期） 

実績 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

初診患者数 130,427 135,440 128,370 131,089 

新入院患者数 45,844 49,701 50,153 50,957 

延べ入院患者数 644,388 576,784 568,367 577,219 

自己収支比率 87.7 89.4 89.7 90.1 

（注）平成２９年度は、活性化プランⅢの考え方を引き継いで実施計画を策定して事業を実施 

 

イ 第四次中期経営計画 

（ア）位置付け 

医療環境の変化に伴い公社が果たすべき役割や存在意義を再確認し、２０２５年を見据

えた次のステージへ進むための方向性を明らかにし、職員が主体的に行動するための指針

として定めた中期経営計画 

（イ）対象期間 

平成３０年度から平成３５年度までの６年間 

（注１）ただし、医療に係る国の新たな方針策定や都の保健医療施策の見直し等により、

本計画の内容を見直す必要性が生じた場合には見直しを図るとしている。 

（注２）終期は平成３５年度であるが、２０２５年を見据えて策定している。 

（ウ）主要な経営指標とその目標値 

公社は、計画策定に当たって、活性化プランⅢで計画化した取組の実施状況について検

証を行っている。平成２６年度の診療報酬のマイナス改定に伴い、方針転換を行い、延べ

入院患者数の確保よりも新入院患者の確保や平均在院日数の短縮化を進めたことから、延

べ入院患者数は、目標値を下回ったが、新入院患者数及び自己収支比率は、目標値を上回

った。 
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これらの検証結果及び平成２９年度の状況も踏まえ、新たな中期計画の着実な推進に向

け、計画期間中の地域医療確保事業会計の主要な経営指標とその目標値を設定している。 

（単位：人、％） 

経営指標 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

新入院患者数 50,700 50,900 51,100 

病床利用率 74.4 76.5 79.5 

医業収支比率（注） 90.0 90.4 90.8 

（注）（医業収入÷医業支出）×100 で算出する指標。なお、医業収入には、補助金収入は

含まない。 
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